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構造計算書偽装物件にかかる住宅ローン顧客の支援について 
 

 

当行は、「構造計算書偽装物件(以下、偽装物件)」の購入の際に、当行で住宅ローンを    

ご契約いただいているお客さまに対して、以下の支援策を実施いたします。 

 

支援対象は、国土交通省のホームページに公表されている「構造計算書偽装物件」など、   

当行が定める物件を融資対象物件として、当行の住宅ローンを借り入れているお客さまです。   

今後、国土交通省が発表する偽装物件についても、当行が対象物件として定めた場合は、同様の

支援を行います。 

 

当行は、該当するお客さまに対して、下記支援策を個別にご案内し、お客さまの申し入れにより、 

３年間金利を免除するなどの支援を実施いたします。 

 

記 

 

「構造計算書偽装物件にかかる住宅ローン顧客支援策」の具体的内容 

• 支援期間は３年間 
• 支援期間中の金利支払いは一切免除する 
• 支援期間の元金返済は猶予し、支援期間終了後、当初スケジュールを３年間後ろ倒しして
再開する（返済期間は３年間延長される） 

• お客さまの申し出があった場合、返済期間を完済時８０歳まで延長する 
• 支援期間内の繰上返済は、期間短縮ではなく返済額減額の取り扱いとする 

 

 

以 上       

 

 

 


